
平成29年６月

昭和32年

○２月臨時会・3月定例会の概要

○討論の概要

○予算大綱質疑（６議員が質疑）

【 P . ２】

【 P . ４】

【 P . ６】

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

○一般質問（７議員が登壇）

○常任委員会だより

○太陽光発電設備設置に関する条例

【 P .８】

【 P .11】

【 P .12】

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・主な内容

市議会の情報は、市のホームページアドレス   http://www.city.ito.shizuoka.jp/  からアクセスできます。

平成30年６月１日　No.177

表題は「いとう」の文字に大室山・小室山を配し、図案化したものです。

小室山

大室山



議案番号 件　　　　名 概　　　　要 提出者 審議結果

議案番号 件　　　　名 概　　　　要 提出者 審議結果

賛成少数
で否決　

賛成少数
で否決　
賛成多数で
修正可決

賛成多数
で可決　

全会一致
で可決　

賛成多数
で可決　

市長

議員
７名
市長

議員
11名
市長

市長

市長

国際観光温泉文化都市伊東にお

ける太陽光発電設備設置事業に

関する条例

修正の動議

伊東市美しい景観等と太陽光発

電設備設置事業との調和に関す

る条例

修正の動議

伊東市職員の公益的法人等への

派遣に関する条例の一部を改正

する条例

伊東市議会議員等の報酬及び期

末手当の支給並びに費用弁償条

例の一部を改正する条例

伊東市一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例

地方自治法第74条第１項の規定に基づく、条例制定請

求による条例

条例制定請求代表者：佐藤聖氏（新井）

※２月13日臨時会で継続審査となった議案

市議第27号の条例案の一部に修正を加える動議

大規模な太陽光発電の設置に伴い、大規模な森林伐採

等による景観の著しい変化、土砂災害の発生、動植物

の生息環境への影響等が懸念されるとともに、周辺住

民への説明不足等により、さまざまなトラブルが生じ

ていることから、本市の美しい景観、豊かな自然環境

及び市民の安全・安心な生活環境と太陽光発電設備設

置事業との調和を図るための条例

市議第38号の条例案の一部に修正を加える動議

（施行期日を平成30年６月１日に修正）

一般社団法人美しい伊豆創造センターに加盟している

市町から職員を派遣するに当たり、派遣元市町がその

基準に基づき、当該派遣職員の給与を支給することが

決定されたことに伴う条例改正

農業委員会等に関する法律が改正され、新たに農地等

利用の最適化の推進に関する事務が農業委員会の必須

業務に位置づけられたことに伴い、国により措置され

た農地利用最適化交付金を活用し、農地等利用の最適

化の推進に関する事務に対する報酬を支給するための

条例改正

平成29年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に

準じて、一般職の職員の給料表を、平均で0.2％引き

上げ、勤勉手当の支給月数を0.1月引き上げる改定を

行う条例改正

市議第27号

市議第38号

市議第28号

市議第29号

市議第30号

全会一致で
継続審査に

　　決定　↓　　　

市長国際観光温泉文化都市伊東にお

ける太陽光発電設備設置事業に

関する条例

地方自治法第74条第１項の規定に基づく、条例制定請

求による条例。（条例制定請求代表者：佐藤聖氏（新

井））同条第３項により、市長は請求を受理した日か

ら20日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会

に付議しなければならないとする規定によるもの

市議第27号

3月定例会を
ごらんください

※
審
議
の
概
要
は
一
二
ペ
ー
ジ
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い

討論

討論

討論

平成30年2月13日臨時会
太陽光発電設備設置に関し、地方自治法に基づく

住民直接条例制定請求による条例について審議

３月定例会を２月20日から３月19日までの28日間の会期で開会しました。

平成30年３月定例会

平成30年度一般会計予算を賛成多数で可決！

７特別会計、２企業会計についても可決

市 議 会 だ よ り
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議案番号 件　　　　名 概　　　　要 提出者 審議結果

市長

市長

市長

市長

市長

市長

市長

市長

市長

市長

市長

市長

伊東市職員等退職手当支給条例

等の一部を改正する条例

伊東市特別会計条例の一部を改

正する条例

伊東市医療施設設置基金条例の

一部を改正する条例

伊東市介護保険条例の一部を改

正する条例

伊東市国民健康保険保険給付等

支払準備基金条例の一部を改正

する条例

伊東市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例

伊東市後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例

伊東市都市公園条例の一部を改

正する条例

伊東市立幼稚園保育料等徴収条

例の一部を改正する条例

平成29年度伊東市一般会計補正

予算（第７号）

平成29年度伊東市下水道事業特

別会計補正予算（第１号）

平成29年度伊東市競輪事業特別

会計補正予算（第１号）

国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が施行

されたことに伴い、退職手当支給算定に当たり、調整

率を100分の87から100分の83.7に引き下げる等の条

例改正

介護老人保健施設特別会計について、特別会計を設置

して経理する必要性が乏しくなっていることから、財

政の効率化と事務の簡素化を図るため、廃止すること

に伴う条例改正

基金の名称を伊東市医療施設設置等基金に改め、基金

の目的に安定的な医療体制の充実を図るための資金の

積み立てを加えるための条例改正

第７期介護保険事業計画期間中の高齢者人口の推計や

施設整備方針に基づき算出された介護給付費等の見込

額から、必要とされる第１号被保険者の介護保険料を

確保するための保険料の改定を行うとともに、介護保

険法及び同法施行令等の改正により、保険料段階の判

定基準となる所得指標や保険料段階の境目となる基準

所得金額の見直しのほか、市の質問検査権の対象範囲

が拡大されたことに伴う条例改正

国民健康保険法の改正により、平成30年度以降は、都

道府県が保険給付等の費用相当額を市町村に交付する

こととなり、市町村は保険給付等の支払いに不足が生

じることがなくなることから、基金の名称を伊東市国

民健康保険事業基金と改め、基金の設置目的を国民健

康保険事業の健全な運営とする条例改正

国民健康保険法の改正に伴い、課税額の定義を改め、

国民健康保険税の徴収目的を県へ支払う国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用に充てるためとし、

また、賦課方式について、基礎課税額、後期高齢者支

援金等課税額及び介護納付金課税額の資産割額の税率

を廃止するなどの条例改正

高齢者の医療の確保に関する法律が改正されたことに

伴い、国民健康保険法の規定により住所地特例の適用

を受けて本市の国民健康保険の被保険者とされている

者が、75歳到達等により後期高齢者医療に加入した場

合は、住所地特例を引き継ぎ、後期高齢者医療保険料

を徴収すべき被保険者とするよう改めるとともに、用

語の整理を行う条例改正

都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、都

市公園法施行令の一部が改正され、都市公園における

運動施設が占める割合について、国が定める基準を参

酌して地方公共団体が独自に基準を条例で定める必要

が生じたことによる条例改正

子育て世代への支援策として、就学前１年間の幼稚園

保育料を全額公費負担とし、市内に住所を有する５歳

児の保育料を０円とする条例改正

第１に、各種事務事業経費の整理、第２に土木費にお

ける国の交付金の減額内示に伴う事業費の減額、第３

に平成30年度当初にかけての、切れ目のない経済対策

事業や市民の生活環境向上対策事業を実施するための

経費の追加を主な内容として、3,430万円の減額

臨時職員賃金や人件費の整理などで626万9,000円の

減額

車券の売り上げが好調に推移し、当初の見込みを上回

ることから、17億2,941万円の追加

市議第31号

市議第32号

市議第33号

市議第34号

市議第35号

市議第36号

市議第37号

市議第39号

市議第40号

市議第41号

市議第42号

市議第43号

賛成多数
で可決　

全会一致
で可決　

全会一致
で可決　

賛成多数
で可決　

賛成多数
で可決　

賛成多数
で可決　

賛成多数
で可決　

全会一致
で可決　

賛成多数
で可決　

全会一致
で可決　

全会一致
で可決　
全会一致
で可決　

　

討論

討論

討論

討論

市 議 会 だ よ り
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太
陽
光
発
電
設
備
設
置
条
例
二
件

　
市
議
第
二
七
号
＝
市
民
案

　
市
議
第
三
八
号
＝
市
当
局
案

自
民
・
絆

︻
賛
成
︼
市
議
第
三
八
号
修
正
案

︻
反
対
︼
市
議
第
二
七
号
原
案
・
修
正
案

　
市
議
第
三
八
号
修
正
案
は
大

規
模
な
太
陽
光
発
電
設
備
︵
発

電
モ
ジ
ュ
ー
ル
面
積
一
万
二
〇

〇
〇
㎡
超
︶
の
設
置
を
認
め
な

い
と
す
る
一
方
、
比
較
的
小
規

模
な
設
備
の
設
置
を
規
制
し
な

い
た
め
、
賛
成
。
市
議
第
二
七

号
原
案
及
び
そ
の
修
正
案
は
、

大
規
模
な
︵
上
限
な
し
︶
設
備

設
置
の
可
能
性
を
残
す
と
と
も

に
、
小
規
模
設
備
の
設
置
を
抑

制
し
て
い
る
た
め
、
反
対
す
る
。

日
本
共
産
党

︻
賛
成
︼
市
議
第
二
七
号
修
正
案

︻
反
対
︼
市
議
第
三
八
号
原
案
・
修
正
案

　
直
接
請
求
と
い
う
画
期
的
な

市
議
第
二
七
号
は
、
軽
微
な
修

正
と
水
源
の
保
全
や
問
題
あ
る

業
者
の
国
県
へ
の
報
告
等
の
規

本
会
議
で
行
わ
れ
た

討
論
の
概
要

議案番号 件　　　　名 概　　　　要 提出者 審議結果

市長

市長

市長

市長

市長

市長

市長

市長

市長

市長

市長

市長

市長

議員
８名
議員
８名

平成29年度伊東市国民健康保険

事業特別会計補正予算（第２号）

平成29年度伊東市霊園事業特別

会計補正予算（第１号）

平成29年度伊東市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）

平成29年度伊東市一般会計補正

予算（第８号）

平成29年度伊東市下水道事業特

別会計補正予算（第２号）

平成29年度伊東市競輪事業特別

会計補正予算（第２号）

平成29年度伊東市国民健康保険

事業特別会計補正予算（第３号）

平成29年度伊東市霊園事業特別

会計補正予算（第２号）

平成29年度伊東市介護保険事業

特別会計補正予算（第２号）

平成29年度伊東市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第３号）

平成29年度伊東市病院事業会計

補正予算（第２号）

平成29年度伊東市水道事業会計

補正予算（第２号）

平成30年度伊東市一般会計予算、

７特別会計予算、２企業会計予算

伊東市議会委員会条例の一部を

改正する条例

所有者不明の土地利用を求める

意見書

保険給付費や共同事業拠出金を減額するとともに、人

件費や各種事務経費等の整理を行うもので、１億

2,613万9,000円の減額

墓所建設工事の契約差金の減額や人件費の整理を行う

とともに、霊園内の道路等の修繕料や基金への積立金

など、424万5,000円の追加

後期高齢者医療広域連合に納付する保険料負担金と保

険基盤安定負担金を増額するとともに、各種事務事業

の整理を行うもので、1,925万9,000円の追加

2,846万円の増額を予備費の減額で対応

61万6,000円の増額を予備費の減額で対応

27万円の増額を予備費の減額で対応

72万2,000円の増額を予備費の減額で対応

５万7,000円の増額を予備費の減額で対応

149万5,000円の増額を一般会計繰入金増額で対

応

20万2,000円の増額を予備費の減額で対応

人事異動及び給与改定に伴う人件費の整理で、収益的

支出を61万7,000円増額

統合に伴う加入金の増額を主とした収益的収入380万

8,000円の増額、工事請負費の減額を主として収益的

支出2,310万円の減額、資本的収入を1,789万3,000円

の増額、資本的支出を2,672万3,000円の減額

各会計の概要は６ページをご参照ください。

危機管理部の新設に伴い、常任総務委員会の所管事項

に危機管理部の所管に関する事項を追加する条例改正

内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、農林水産大臣、

国土交通大臣、衆議院議長及び参議院議長に提出

市議第44号

市議第45号

市議第46号

市議第47号

市議第48号

市議第49号

市議第50号

市議第51号

市議第52号

市議第53号

市議第54号

市議第55号

市議第56号

～

市議第65号

発議第８号

発議第９号

全会一致
で可決

全会一致
で可決　

全会一致
で可決　

賛成多数
で可決　
賛成多数
で可決　
賛成多数
で可決　
賛成多数
で可決　
賛成多数
で可決　
賛成多数
で可決　
賛成多数
で可決　
賛成多数
で可決　
賛成多数
で可決　

6ページ
をごらん
ください

全会一致
で可決　
全会一致
で可決　

市
議
第
　
号
に
基
づ
く
給
与
改
定
分
な
ど
の
補
正

30

討論

討論

討論

討論

討論

討論

討論

討論

討論

討論

会派構成は12ページをごらんください。

市 議 会 だ よ り
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定
を
加
え
、
よ
り
充
実
し
た
。

対
象
を
営
業
目
的
の
全
施
設
と

し
、
許
可
制
を
基
本
に
保
全
地

区
の
明
確
化
や
第
三
者
機
関
で

あ
る
審
議
会
の
設
置
、
建
設
後

の
市
の
権
限
強
化
等
、
市
議
第

三
八
号
に
は
な
い
有
効
な
内
容

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
賛
成
す
る
。

正
風
改
革
ク
ラ
ブ

︻
賛
成
︼
市
議
第
三
八
号
修
正
案

︻
反
対
︼
市
議
第
二
七
号
原
案
・
修
正
案

　

市
議
第
二
七
号
修
正
案
は
、

十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
が
対
象
と

さ
れ
て
お
り
、
個
人
で
で
き
る

規
模
の
発
電
事
業
ま
で
許
可
が

必
要
と
さ
れ
、
関
係
書
類
の
作

成
や
地
域
住
民
説
明
会
が
必
要

で
あ
り
、
過
度
な
負
担
を
求
め

る
も
の
で
妥
当
と
は
言
え
ず
、

市
内
経
済
活
動
に
対
し
悪
影
響

を
及
ぼ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
市
議
第
三
八
号
修

正
案
に
対
し
、
賛
成
す
る
。

伊
東
新
時
代
。

︻
賛
成
︼
市
議
第
二
七
号
修
正
案

︻
反
対
︼
市
議
第
三
八
号
原
案
・
修
正
案

　

市
議
第
三
八
号
は
、
原
案
・

修
正
案
と
も
罰
則
等
は
な
く
、

調
和
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
届

け
出
を
条
件
と
す
る
も
の
で
あ

る
の
に
対
し
、
市
議
第
二
七
号

は
豊
か
な
自
然
や
市
民
の
生
命

と
財
産
を
守
る
た
め
に
、
開
発

に
規
制
を
か
け
、
許
可
を
条
件

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
市
の

現
状
や
今
後
の
乱
開
発
防
止
に

は
市
議
第
二
七
号
を
修
正
し
た

案
が
最
適
と
考
え
、
賛
成
す
る
。

民
進
ク
ラ
ブ

︻
賛
成
︼
市
議
第
二
七
号
修
正
案

︻
反
対
︼
市
議
第
三
八
号
原
案
・
修
正
案

　

本
市
に
お
い
て
メ
ガ
ソ
ー

ラ
ー
規
制
の
条
例
は
規
制
条
例

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

富
士
宮
市
の
よ
う
に
﹁
富
士

山
﹂
と
い
う
文
化
的
規
範
を
も

つ
存
在
が
な
い
限
り
、
市
議
第

三
八
号
の
届
け
出
制
で
は
、
抑

止
効
果
が
期
待
で
き
な
い
ば
か

り
か
、
抑
止
の
た
め
の
指
導
は

違
法
性
が
あ
る
。
成
文
法
を
規

制
根
拠
と
す
る
市
議
第
二
七
号

修
正
案
こ
そ
、
有
効
で
あ
る
。

市
議
第
五
六
号

︻
反
対
︼
日
本
共
産
党

　

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
未

来
ビ
ジ
ョ
ン
会
議
が
重
視
さ
れ
、

市
民
要
望
が
反
映
さ
れ
た
予
算

で
あ
る
こ
と
は
評
価
で
き
る
。

し
か
し
、
駅
周
辺
の
整
備
や
、

に
ぎ
わ
い
創
出
事
業
等
の
重
点

施
策
は
全
体
的
な
ま
ち
づ
く
り

の
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
見
え
て
こ

な
い
。
ま
た
、
市
民
課
窓
口
の

業
務
委
託
等
は
職
員
の
中
で
ど

う
練
ら
れ
た
の
か
疑
問
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
反
対
と
す
る
。

︻
賛
成
︼
伊
東
新
時
代
。

　

新
市
長
の
も
と
、
多
く
の
新

規
事
業
を
含
ん
だ
新
年
度
の
予

算
組
み
は
、
少
子
高
齢
化
や
人

口
減
少
が
進
み
、
税
収
増
の
見

込
み
が
難
し
い
中
で
大
変
難
し

か
っ
た
と
思
う
。
各
種
補
助
金

等
を
含
め
、
現
場
で
の
検
証
や

行
政
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
し
っ

か
り
つ
く
っ
た
上
で
、
市
税
を

有
効
に
使
用
し
て
欲
し
い
。
市

長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
期
待

を
込
め
て
賛
成
す
る
。

︻
賛
成
︼
自
民
・
絆

　

子
育
て
支
援
策
で
は
、
就
学

前
一
年
間
の
保
育
料
の
無
償
化

な
ど
切
れ
目
の
な
い
支
援
体
制

を
目
指
し
、
観
光
で
は
、
ま
ち

な
か
に
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
す

た
め
の
数
々
の
事
業
な
ど
、
市

長
就
任
以
来
、
市
民
と
の
対
話

を
積
極
的
に
行
い
、
そ
の
声
を

反
映
し
、
共
に
未
来
へ
向
か
っ

て
進
ん
で
行
こ
う
と
い
う
姿
勢

が
十
分
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
賛
成
す
る
。

市
議
第
三
〇
号

市
議
第
四
七
号
〜
五
五
号

︻
反
対
︼
伊
東
新
時
代
。

　

市
職
員
の
給
与
水
準
は
、
単

に
人
事
院
勧
告
に
委
ね
る
だ
け

で
な
く
、
市
内
に
お
け
る
現
役

世
代
の
給
与
水
準
も
加
味
し
、

決
定
し
て
行
く
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
働
き
方
改
革
の
観
点
か

ら
も
、
正
規
・
非
正
規
職
員
間

の
賃
金
格
差
是
正
に
つ
い
て
検

討
す
べ
き
で
あ
り
、
現
在
の
市

当
局
の
人
件
費
の
考
え
方
で
は
、

格
差
が
拡
大
す
る
と
考
え
る
こ

と
か
ら
、
反
対
す
る
。

市
議
第
三
一
号
、
市
議
第
三
四
号
、

市
議
第
三
六
号
、
市
議
第
四
〇
号
、

市
議
第
五
九
号
、
市
議
第
六
二
号
、

市
議
第
六
三
号

︻
反
対
︼
日
本
共
産
党

　

市
議
第
三
一
号
は
職
員
の
退

職
手
当
の
減
額
に
関
す
る
も
の

だ
が
、
既
に
四
〇
〇
万
円
の
大

幅
減
額
が
さ
れ
て
お
り
、
民
間

と
の
単
純
な
比
較
も
納
得
で
き

な
い
。

　

市
議
第
三
四
号
は
介
護
保
険

料
の
値
上
げ
が
内
容
で
あ
り
、

基
金
繰
り
入
れ
な
ど
は
評
価
す

る
も
の
の
、
介
護
制
度
の
改
悪

や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
値

上
げ
と
相
ま
っ
て
高
齢
者
へ
の

大
き
な
負
担
増
と
考
え
る
。

　

市
議
第
四
〇
号
は
五
歳
児
の

保
育
料
を
無
償
と
す
る
も
の
だ

が
、
保
育
料
は
所
得
に
応
じ
て

い
る
た
め
、
就
学
時
の
負
担
軽

減
と
い
う
目
的
に
合
致
し
な
い
。

　

市
議
第
三
六
号
は
国
保
税
の

改
定
で
あ
り
、
資
産
割
の
廃
止

に
よ
り
、
均
等
割
額
が
ふ
え
、

資
産
は
な
い
が
家
族
の
多
い
世

帯
に
負
担
が
か
か
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
条
例
四
件
と

そ
れ
に
関
連
し
た
特
別
会
計
予

算
三
件
に
反
対
す
る
。

会派構成は12ページをごらんください。
市 議 会 だ よ り
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（登壇順に掲載）
〜市長施政方針及び平成30年度各会計予算案について質疑〜

会派及び会派に所属していない議員から６議員が質疑

自民・絆
中 島 弘 道 議員

Ｈ
Ｉ
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ｉ 

ｔ
ｏ 

Ｙ
Ｕ
Ｋ

Ａ
Ｔ
Ａ
に
ぎ
わ
い
演
出
事
業
の

内
容
を
伺
う

市
長

　

温
泉
街
の
雰
囲
気
を
盛
り
上

げ
、
市
街
地
の
に
ぎ
わ
い
を
演

出
す
る
た
め
、
人
々
が
滞
在
し
、

交
流
す
る
ス
ポ
ッ
ト
を
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
や
キ
ャ
ン
ド
ル
等
で
創

出
す
る
と
と
も
に
、
﹁
浴
衣
で

街
歩
き
﹂
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、

商
店
街
等
と
連
携
し
、
浴
衣
で

来
店
し
た
方
へ
特
典
を
つ
け
、

消
費
の
活
性
化
や
市
民
と
観
光

客
の
交
流
の
場
を
創
出
し
て
い

く
。
ま
た
、
浴
衣
フ
ォ
ト
コ
ン

テ
ス
ト
等
の
イ
ベ
ン
ト
も
開
催

し
、
そ
の
様
子
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で

発
信
し
、
温
泉
地
伊
東
の
イ

メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図
る
と
と
も

に
、
既
存
の
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い

て
も
、
浴
衣
で
お
越
し
い
た
だ

く
よ
う
な
仕
組
み
を
検
討
す
る
。

　

事
業
の
進
め
方
に
つ
い
て
は
、

伊
東
温
泉
観
光
活
性
化
懇
談
会

に
お
い
て
、
観
光
関
連
団
体
に

加
え
、
県
理
容
生
活
衛
生
同
業

組
合
な
ど
、
浴
衣
を
着
る
た
め

に
必
要
な
業
種
の
方
々
か
ら
も

広
く
意
見
を
伺
っ
た
。
ま
た
、

既
に
着
物
で
街
歩
き
を
実
践
さ

れ
て
い
る
団
体
か
ら
も
ご
提
案

を
い
た
だ
き
、
浴
衣
を
着
て
街

歩
き
が
楽
し
め
る
仕
組
み
づ
く

り
や
、
市
民
と
観
光
客
が
交
流

で
き
る
場
の
創
出
を
官
民
一
体

と
な
っ
て
進
め
て
い
く
。

ふ
る
さ
と
伊
東
応
援
寄
附
金
返

礼
事
業
の
効
果
及
び
今
後
の
見

通
し
を
伺
う

市
長

　

事
業
効
果
は
、
市
内
旅
館
・

ホ
テ
ル
の
宿
泊
券
や
特
産
品
な

ど
、
延
べ
二
一
五
品
目
の
伊
東

な
ら
で
は
の
返
礼
品
を
提
供
す

る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
経
済
の

振
興
に
一
定
の
効
果
を
上
げ
て

い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

　

今
後
の
見
通
し
は
、
二
九
年

度
の
寄
附
額
が
現
時
点
で
約
二

億
円
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
三

〇
年
度
に
お
い
て
も
同
程
度
以

上
の
寄
附
額
を
見
込
ん
で
い
る
。

﹃
そ
の
他
の
質
疑
﹄
二
〇
項
目

平成30年度 市長経営方針

対話と融和で「未来を拓く」
　　〜夢と希望を形にするために〜

みんながつくる伊東市

みんなが楽しい伊東市

みんなが暮らす伊東市

主な新規事業

未来を拓く

取り組み

３

本

の

柱

市

長

公

約

○市長への手紙等実施事業

○未来ビジョン会議事業

○住民票等コンビニ交付事業

○ひとり親家庭放課後児童クラブ利用料助成費 

○子育てサロン委託事業　

○フッ化物洗口事業

○観光基本計画策定事業

○JR伊東駅前観光トイレ設計業務委託事業

○HIKARI　to　YUKATAにぎわい演出事業

○シティプロモーション推進事業

○まちなかにぎわい創出補助事業

○青少年育成戦略応援補助事業　　　　　　　ほか

平成30年度各会計予算
◎=全会一致で可決、○=賛成多数で可決（単位：千円)

※病院事業会計及び水道事業会計については、収益的支出と資本的支出の合計額

介護老人保健施設特別会計は廃止されました。（市議第32号）

当初予算額区　分
会計別

審議
結果

一 般 会 計

下 水 道 事 業

競 輪 事 業

国民健康保険事業

土 地 取 得

霊 園 事 業

介 護 保 険 事 業

後 期 高 齢 者 医 療

病 院 事 業 会 計

水 道 事 業 会 計

合 計

25,610,000

2,101,000

16,900,000

9,090,000

26,200

26,400

7,689,000

1,890,000

608,200

2,709,080

66,649,880

○

◎

◎

○

◎

◎

○

○

◎

◎

—

特

別

会

計

市 議 会 だ よ り
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民進クラブ
浅田良弘議員

日本共産党
重岡秀子議員

総
合
ス
ポ
ー
ツ
公
園
や
図
書

館
・
文
化
ホ
ー
ル
の
建
設
に
つ

い
て
、
今
後
の
見
通
し
を
伺
う

市
長

　

図
書
館
・
文
化
ホ
ー
ル
の
建

設
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い

て
は
、
現
在
、
関
係
各
課
か
ら

成
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に

お
い
て
、
建
設
に
向
け
た
検
討

の
指
標
と
す
る
た
め
の
基
本
構

想
案
策
定
の
最
終
的
な
調
整
を

行
っ
て
い
る
段
階
で
あ
り
、
三

〇
年
度
に
は
、
本
構
想
案
を
た

た
き
台
に
有
識
者
か
ら
成
る
専

門
委
員
会
を
設
置
し
、
建
設
に

向
け
た
検
討
を
進
め
て
い
く
。

　

ま
た
、
総
合
ス
ポ
ー
ツ
公
園

に
つ
い
て
は
、
ス
ポ
ー
ツ
公
園

調
査
委
託
事
業
に
よ
り
、
イ

メ
ー
ジ
パ
ー
ス
の
作
成
を
進
め

る
と
と
も
に
、
関
係
各
課
と
建

設
に
係
る
法
令
等
の
諸
課
題
に

対
応
す
る
た
め
の
協
議
も
始
め

て
お
り
、
実
現
に
向
け
着
実
に

前
進
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　

市
民
が
気
軽
に
文
化
活
動
に

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
環
境

整
備
や
、
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
ま

ち
と
し
て
サ
ッ
カ
ー
場
を
初
め

と
し
た
総
合
運
動
公
園
の
建
設

を
進
め
る
こ
と
は
、
私
が
公
約

に
掲
げ
た
三
本
の
柱
の
﹁
み
ん

な
が
楽
し
い
伊
東
市
﹂
に
必
要

不
可
欠
で
あ
る
の
で
、
慎
重
の

中
に
も
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
ち
、

実
現
に
向
け
取
り
組
ん
で
い
く
。

特
別
支
援
教
育
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

配
置
事
業
の
事
業
内
容
を
伺
う

教
育
長

　

特
別
支
援
教
育
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
配
置
事
業
に
つ
い
て
は
、

特
別
支
援
教
育
に
豊
富
な
知
識

と
経
験
を
持
つ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

を
雇
用
し
、
小
中
学
校
へ
の
定

期
的
な
訪
問
な
ど
を
通
し
て
、

特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
児

童
生
徒
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、

教
員
や
支
援
員
に
対
し
て
的
確

な
指
導
・
助
言
を
行
い
、
本
市

の
特
別
支
援
教
育
の
充
実
を
図

る
も
の
で
あ
る
。

﹃
そ
の
他
の
質
疑
﹄
二
三
項
目

Ｊ
Ｒ
伊
東
駅
前
観
光
ト
イ
レ
改

修
事
業
の
内
容
を
伺
う

市
長

　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
所
有
の
伊
東
駅

前
ト
イ
レ
に
つ
い
て
は
、
か
ね

て
か
ら
市
民
や
観
光
客
か
ら
多

く
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、

本
市
も
Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
対
し
、

幾
度
と
な
く
改
修
を
要
望
し
て

い
た
が
、
駅
前
再
開
発
の
一
端

と
し
て
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
強
く

働
き
か
け
た
こ
と
に
よ
り
、
こ

の
度
、
新
規
の
ト
イ
レ
整
備
事

業
と
し
、
市
の
観
光
ト
イ
レ
と

し
て
整
備
す
る
こ
と
で
合
意
し

た
。

　

事
業
の
進
め
方
に
つ
い
て
は
、

平
成
三
〇
年
度
に
設
計
を
行
い
、

平
成
三
一
年
度
内
の
完
成
を
目

指
す
。
当
該
ト
イ
レ
の
改
修
に

つ
い
て
は
、
そ
の
要
望
の
多
さ

か
ら
も
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ

て
推
進
し
、
極
力
早
い
時
期
の

工
事
着
工
を
目
指
す
。

一
般
市
道
整
備
事
業
の
内
容
を

伺
う

市
長

　

本
事
業
は
、
緊
急
車
両
が
進

入
で
き
な
い
狭
隘
道
路
の
拡
幅

等
、
緊
急
性
を
要
す
る
局
部
的

な
改
良
事
業
で
、
国
の
道
路
事

業
で
は
採
択
が
見
込
め
な
い
個

所
に
つ
い
て
、
沿
線
地
権
者
の

協
力
を
得
な
が
ら
施
工
し
、
利

便
性
向
上
と
交
通
の
安
全
を
図

る
も
の
で
あ
る
。

　

平
成
三
〇
年
度
は
、
鎌
田
区

の
八
代
田
二
号
線
、
十
足
道
線
、

八
幡
野
区
の
松
ノ
木
畑
・
鉄
砲

塚
線
等
の
拡
幅
改
良
工
事
や
伊

東
駅
・
伊
東
港
線
、
旧
冷
川
道

線
等
の
舗
装
改
良
工
事
等
を
行

う
予
定
で
あ
る
。

﹃
そ
の
他
の
質
疑
﹄
一
七
項
目

市
民
課
窓
口
業
務
に
関
連
す
る

事
業
の
う
ち
、
市
民
課
窓
口
委

託
化
仕
様
書
作
成
事
業
に
つ
い

て
、
事
業
内
容
及
び
今
後
の
方

針
を
伺
う

市
長

　

本
事
業
は
、
市
民
課
窓
口
業

務
の
民
間
委
託
に
向
け
、
市
民

課
業
務
の
分
析
を
行
い
、
事
業

者
選
定
に
必
要
な
業
務
に
係
る

仕
様
書
を
作
成
す
る
も
の
で
あ

る
。

　

今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、

仕
様
書
を
作
成
し
た
後
、
平
成

三
一
年
度
中
に
は
、
委
託
先
事

業
者
を
決
定
し
、
そ
の
後
、
で

き
る
だ
け
速
や
か
に
、
民
間
委

託
に
移
行
で
き
る
よ
う
、
準
備

を
進
め
て
い
く
。

﹃
そ
の
他
の
質
疑
﹄　

六
項
目

正風改革クラブ
佐山　正議員

施政方針演説をする小野市長

市 議 会 だ よ り
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本
市
の
労
働
力
不
足
が
顕
著

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

か
ら
、
シ
ニ
ア
世
代
に
積
極
的

な
就
労
へ
の
働
き
か
け
が
必
要

と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

市
長

伊
東
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
と
連
携
し
て
、
シ
ニ
ア
世

代
の
就
業
促
進
を
図
っ
て
い
る

　

本
市
に
お
い
て
も
、
特
に
宿

泊
業
、
福
祉
業
、
小
売
業
に
お

け
る
労
働
力
不
足
が
大
き
な
課

題
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、

シ
ニ
ア
世
代
の
積
極
的
な
就
労

は
、
有
効
な
対
応
策
の
一
つ
と

考
え
て
い
る
。

　

本
市
で
は
、
伊
東
市
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し

て
シ
ニ
ア
世
代
の
就
業
促
進
を

図
っ
て
お
り
、
ま
た
、
官
民
一

体
と
な
り
、
本
市
で
働
く
人
々

の
労
働
環
境
の
改
善
や
市
内
企

業
の
人
手
不
足
解
消
を
目
指
し

立
ち
上
げ
た
、
伊
東
市
雇
用
環

境
改
善
会
議
に
お
い
て
、
職
場

の
課
題
等
の
把
握
が
で
き
る
と

と
も
に
、
雇
用
に
関
す
る
有
益

な
情
報
提
供
の
場
と
な
っ
て
い

る
の
で
、
シ
ニ
ア
世
代
の
就
労

促
進
に
つ
い
て
も
、
積
極
的
に

当
該
会
議
の
中
で
取
り
上
げ
て

い
く
。

﹃
そ
の
他
の
質
問
﹄　

七
項
目

　

市
長
は
、
宅
地
造
成
等
規
制

法
に
基
づ
く
申
請
が
同
法
の
基

準
を
満
た
す
も
の
で
あ
れ
ば
、

許
可
を
出
さ
な
い
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
と
の
旨
の
見
解
を
述
べ

（登壇順に掲載）７議員が登壇/市政全般について質問

伊東新時代。
杉本一彦議員

河
川
改
良
事
業
に
含
ま
れ
て
い

る
八
幡
野
川
に
つ
い
て
は
、
メ

ガ
ソ
ー
ラ
ー
建
設
計
画
等
で
住

民
が
不
安
を
抱
い
て
い
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
整
備
内
容
を
伺
う

市
長

　

八
幡
野
川
の
整
備
に
つ
い
て

は
、平
成
二
九
年
度
に
参
宮
橋
上

流
の
自
然
護
岸
を
金
網
製
の
か

ご
状
構
造
物
に
、自
然
石
を
詰
め

る
、じ
ゃ
か
ご
工
法
に
よ
り
浸
食

防
止
工
事
を
施
工
し
た
。

　

平
成
三
〇
年
度
も
、
引
き
続

き
、
上
流
側
に
向
か
い
、
自
然

護
岸
個
所
及
び
河
床
の
整
備
を

実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
浸
食

防
止
及
び
下
流
へ
の
土
砂
流
出

防
止
等
の
安
全
対
策
を
図
る
計

画
で
あ
る
。

　

ま
た
、
県
が
施
工
す
る
、
八

幡
野
川
砂
防
指
定
地
内
の
護
岸

整
備
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き

要
望
を
行
っ
て
い
く
。

﹃
そ
の
他
の
質
疑
﹄
二
一
項
目

公明党
鳥居康子議員

高
齢
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
安

定
を
図
る
事
業
に
つ
い
て
伺
う

市
長

　

本
市
に
お
い
て
は
、
伊
東
市

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
対

す
る
支
援
を
行
う
な
ど
、
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し

た
高
齢
者
の
雇
用
促
進
と
安
定

化
を
図
っ
て
い
る
。　
　

　

ま
た
、
官
民
一
体
と
な
り
、

働
き
方
改
革
に
よ
る
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
や
雇
用
環

境
の
改
善
に
対
す
る
取
り
組
み

の
醸
成
を
図
り
、
本
市
で
働
く

全
て
の
人
々
の
労
働
環
境
の
改

善
や
市
内
企
業
の
雇
用
情
勢
の

安
定
化
を
目
指
し
て
立
ち
上
げ

た
﹁
伊
東
市
雇
用
環
境
改
善
会

議
﹂
に
お
い
て
も
、
課
題
や
現

状
を
情
報
共
有
す
る
と
と
も
に
、

有
効
な
施
策
を
検
討
す
る
よ
う

取
り
組
ん
で
い
く
。

﹃
そ
の
他
の
質
疑
﹄　

七
項
目

自民・絆

青木敬博議員

本
市
の
労
働
力
不
足
に
関
し
、

シ
ニ
ア
世
代
へ
の
働
き
か
け
に

つ
い
て
伺
う

民進クラブ

四宮和彦議員

伊
豆
高
原
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
パ
ー

ク
建
設
計
画
に
係
る
行
政
手
続

上
の
疑
義
に
つ
い
て
伺
う

市 議 会 だ よ り
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て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
及
び
許

可
権
限
の
行
使
の
正
当
性
に
つ

い
て
根
拠
を
伺
う
。

市
長

慎
重
な
審
査
を
行
っ
て
き
た
が
、

宅
地
造
成
等
規
制
法
等
で
定
め

ら
れ
た
技
術
的
な
基
準
等
を
満

た
し
た
こ
と
か
ら
、
許
可
を

行
っ
た

　

許
可
の
審
査
は
、
内
容
が
法

令
基
準
を
満
た
し
て
い
る
か
否

か
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、

計
画
に
反
対
で
あ
る
と
の
理
由

や
、
法
定
事
由
以
外
で
許
可
を

出
さ
な
い
こ
と
、
故
意
に
審
査

を
引
き
延
ば
す
こ
と
は
行
政
手

続
法
上
、
認
め
ら
れ
な
い
も
の

と
考
え
て
い
る
。
本
件
に
つ
い

て
は
、
林
地
開
発
許
可
申
請
が

提
出
さ
れ
て
い
る
県
と
緊
密
な

連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
判
例

の
確
認
や
複
数
の
弁
護
士
へ
の

相
談
を
行
う
等
、
慎
重
な
審
査

を
行
っ
て
き
た
が
、
宅
地
造
成

等
規
制
法
等
で
定
め
ら
れ
た
技

術
的
な
基
準
等
を
満
た
し
た
こ

と
か
ら
、
許
可
を
行
っ
た
。

﹃
そ
の
他
の
質
問
﹄　

六
項
目

　

豊
か
な
自
然
環
境
な
ど
の
観

光
資
源
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
、

近
隣
市
町
に
も
影
響
を
及
ぼ
す

と
考
え
、
県
東
部
最
大
と
な
る

八
幡
野
地
区
に
お
け
る
メ
ガ

ソ
ー
ラ
ー
建
設
計
画
に
対
す
る

宅
地
造
成
等
規
制
法
に
基
づ
く

許
可
に
際
し
、
他
市
町
と
の
情

報
共
有
等
、
連
携
状
況
を
伺
う

と
と
も
に
、
現
地
で
の
綿
密
な

調
査
を
行
な
っ
て
い
る
か
伺
う
。

市
長

県
と
の
連
絡
会
議
の
ほ
か
、
近

隣
市
町
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に

お
い
て
情
報
を
交
換
し
た　

　

当
該
許
可
申
請
に
つ
い
て
は
、

県
に
提
出
さ
れ
て
い
る
林
地
開

発
許
可
申
請
と
の
関
連
が
深
い

た
め
、
県
と
連
携
を
図
り
、
慎

重
な
審
査
を
行
っ
て
き
た
。

　

他
市
町
と
の
情
報
共
有
等
に

つ
い
て
は
、
本
件
建
設
計
画
に

対
応
す
る
た
め
に
設
置
し
た
県

と
の
連
絡
会
議
の
ほ
か
、
近
隣

市
町
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
お

い
て
情
報
を
交
換
し
た
。
現
地

調
査
に
つ
い
て
は
宅
地
造
成
等

規
制
法
に
基
づ
く
申
請
の
受
理

後
、
現
地
調
査
を
行
な
い
現
場

の
状
況
を
細
か
く
把
握
、
確
認

し
、
設
計
審
査
へ
反
映
す
る
よ

う
努
め
た
。

﹃
そ
の
他
の
質
問
﹄　

九
項
目

　

地
域
に
お
い
て
、
子
供
に
無

償
で
学
習
支
援
を
す
る
市
民
団

体
や
行
政
区
に
対
し
、
市
と
し

て
支
援
す
べ
き
と
考
え
る
こ
と

か
ら
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り

事
業
の
対
象
を
拡
充
し
、
支
援

す
る
考
え
は
な
い
か
伺
う
。

市
長

魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
事
業
の

目
的
で
あ
る
、
地
域
社
会
貢
献

活
動
に
合
致
す
る
と
思
わ
れ
る

が
、
実
施
主
体
や
事
業
内
容
を

詳
細
に
確
認
す
る
必
要
が
あ
る

　

当
該
事
業
は
、
市
民
が
み
ず

か
ら
考
え
実
践
す
る
、
市
民
主

体
の
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を

推
進
す
る
た
め
、
行
政
区
や
自

治
会
、
ま
た
は
市
民
活
動
団
体

が
行
う
地
域
社
会
貢
献
事
業
や

芸
術
文
化
団
体
が
行
う
文
化
振

興
事
業
な
ど
に
補
助
金
を
交
付

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

行
政
区
や
市
民
活
動
団
体
が

行
う
、
地
域
に
お
け
る
子
供
の

学
習
支
援
は
、
趣
旨
と
し
て
は
、

地
域
社
会
貢
献
活
動
に
合
致
す

る
と
思
わ
れ
る
が
、
実
施
主
体

や
事
業
内
容
を
詳
細
に
確
認
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、

現
行
制
度
に
該
当
し
な
い
場
合

は
、
対
象
の
拡
充
に
つ
い
て
、

必
要
に
応
じ
て
検
討
す
る
。

﹃
そ
の
他
の
質
問
﹄　

四
項
目

　

伊
豆
高
原
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー

パ
ー
ク
発
電
所
︵
仮
称
︶
の
建

設
計
画
に
つ
い
て
、
市
長
は
こ

れ
ま
で
事
業
者
に
対
し
白
紙
撤

回
を
求
め
て
き
た
が
、
結
果
的

に
宅
地
造
成
等
規
制
法
に
基
づ

く
許
可
に
至
っ
た
経
緯
及
び
理

由
を
伺
う
。

市
長

宅
地
造
成
等
規
制
法
で
定
め
ら

れ
た
技
術
的
な
基
準
を
満
た
す

も
の
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
甚

だ
遺
憾
だ
が
、
許
可
を
行
っ
た

　

当
該
許
可
申
請
に
つ
い
て
は
、

一
〇
カ
月
に
及
ぶ
慎
重
な
審
査

を
行
っ
て
き
た
が
、
宅
地
造
成

等
規
制
法
で
定
め
ら
れ
た
技
術

的
な
基
準
を
満
た
す
も
の
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
甚
だ
遺
憾

だ
が
、
許
可
を
行
っ
た
。

伊東新時代。

犬飼このり議員

太
陽
光
発
電
施
設
へ
の
対
応
に

関
し
、
他
市
町
と
の
情
報
共
有

の
状
況
や
現
地
調
査
に
つ
い
て

伺
う

伊東新時代。

杉本一彦議員

本
市
で
計
画
さ
れ
て
い
る
自
然

破
壊
を
伴
う
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
建

設
の
問
題
に
関
し
伺
う

日本共産党

佐藤龍彦議員

無
償
で
子
供
の
学
習
支
援
を
す

る
団
体
に
対
し
、
支
援
す
る
考

え
は
な
い
か

市 議 会 だ よ り
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明
や
施
政
方
針
で
述
べ
た
、
市

南
部
地
域
を
中
心
と
し
た
、
連

泊
に
つ
な
が
る
、
滞
在
型
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
リ
ゾ
ー
ト
地
の
実
現

に
は
、
農
泊
推
進
事
業
は
重
要

な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
一
つ
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
今
後
も
官
民
一
体
と
な
っ

て
、
推
進
し
て
い
く
。

﹃
そ
の
他
の
質
問
﹄　

二
項
目

議会活動活性化協議会

常任福祉文教委員会行政視察

議会活動活性化協議会

議会報編集委員会

熱海市・伊東市合同議員研修会

常任観光建設委員会協議会

議会運営委員会

常任総務委員会協議会

議会活動活性化協議会

議会運営委員会

常任福祉文教委員会協議会

※平成29年12月定例会閉会後から
　平成30年3月定例会開会まで（臨時会を除く）

閉会中の議会活動

平成29年〜平成30年

　

し
か
し
、
私
自
身
が
市
長
就

任
当
初
か
ら
当
該
建
設
計
画
に

反
対
の
意
思
表
明
を
し
て
い
る

こ
と
、
開
発
が
大
規
模
で
あ
る

こ
と
、
事
業
者
の
住
民
等
へ
の

対
応
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、

住
民
等
の
不
安
や
懸
念
が
払
拭

さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
こ

と
か
ら
、
通
常
の
許
可
条
件
に

加
え
、
防
災
対
策
の
徹
底
や
住

民
等
へ
の
説
明
を
求
め
る
等
、

で
き
る
限
り
の
条
件
を
付
し
た
。

﹃
そ
の
他
の
質
問
﹄　

五
項
目

　

八
幡
野
地
区
に
お
け
る
メ
ガ

ソ
ー
ラ
ー
建
設
計
画
に
つ
い
て

は
、
山
の
形
状
や
土
質
か
ら
難

工
事
に
な
る
と
い
う
見
解
も
あ

り
、
市
民
の
不
安
は
未
だ
拭
え

な
い
現
状
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
当
該
建
設
工
事
を
原
因
と

し
て
発
生
が
懸
念
さ
れ
る
問
題

に
関
し
、
補
償
協
定
等
を
締
結

す
べ
き
と
考
え
る
が
、
市
の
対

応
を
伺
う
。

市
長

事
業
者
が
し
っ
か
り
と
し
た
対

応
を
と
る
こ
と
を
担
保
さ
せ
る

協
定
書
の
締
結
に
向
け
、
市
が

積
極
的
に
関
与
す
る
な
ど
し
て

対
応
す
る

　

土
砂
流
出
等
を
危
惧
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
地
元
と
事
業
者

と
が
十
分
な
協
議
を
行
う
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

本
市
と
し
て
は
、
建
設
工
事

の
施
工
中
・
施
工
後
、
発
電
の

事
業
中
・
終
了
後
の
各
時
点
に

お
い
て
、
事
業
者
が
し
っ
か
り

と
し
た
対
応
を
と
る
こ
と
を
担

保
さ
せ
る
協
定
書
の
締
結
に
向

け
、
市
が
積
極
的
に
関
与
す
る

な
ど
し
て
、
地
元
の
不
安
や
懸

念
が
払
拭
で
き
る
よ
う
に
対
応

し
て
い
き
た
い
。

﹃
そ
の
他
の
質
問
﹄　

五
項
目

　

市
内
経
済
の
活
性
化
を
図
る

観
点
か
ら
、
農
林
水
産
省
が
進

め
る
農
泊
推
進
事
業
に
関
連
し
、

農
泊
の
推
進
に
対
す
る
市
長
の

見
解
を
伺
う
。

市
長

滞
在
型
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
リ
ゾ
ー

ト
地
の
実
現
に
は
、
重
要
な
コ

ン
テ
ン
ツ
の
一
つ
で
あ
る

　

農
泊
を
推
進
す
る
組
織
と
し

て
、
伊
豆
高
原
農
泊
推
進
協
議

会
を
平
成
二
九
年
五
月
に
立
ち

上
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該

協
議
会
で
は
、
事
業
の
拡
張
計

画
に
お
い
て
、
今
後
、
教
育
旅

行
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
観
光

客
に
も
対
象
を
広
げ
て
い
く
予

定
で
あ
り
、
宿
泊
と
体
験
施
設

の
予
約
を
一
括
し
て
受
け
付
け

る
伊
豆
高
原
観
光
案
内
セ
ン

タ
ー
の
設
立
も
目
指
し
て
い
る
。

　

私
の
市
長
就
任
時
の
所
信
表

稲 葉 正 仁 議員

（会派に所属していない）

農
泊
の
推
進
に
つ
い
て
伺
う

日本共産党

重 岡 秀 子 議員

八
幡
野
地
区
の
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー

建
設
計
画
に
関
し
、
協
定
を
締

結
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
市
の

対
応
を
伺
う

※
﹁
農
泊
﹂
と
は
、
農
山
漁
村
に
お
い
て
日
本

　

の
伝
統
的
な
生
活
体
験
と
農
村
地
域
の
人
々

　

と
の
交
流
を
楽
し
む
滞
在
︵
農
山
漁
村
滞
在

　

型
旅
行
︶

６月15日（金） 開会 
（午前10時）

※日程等は、６月上旬の議会運営委員会において

　正式に決定します。

６月定例会の予定

12月15日

1月10~12日

1月15日

1月18日

1月30日

2月5日

2月7日

2月9日

〃     

2月14日

2月16日

市 議 会 だ よ り
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答 問

答 問

答 問

コンビニ交付にはマイナンバーカードが必要

就学前１年間の幼稚園・保育園の保育料が
無償化されます

浴衣で街歩き

総
務
委
員
会

観
光
建
設
委
員
会

福
祉
文
教
委
員
会

　

住
民
票
等
コ
ン
ビ
ニ
交
付
事

業
の
効
果
見
込
み
を
伺
う
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利

用
し
て
、
住
民
票
等
︵
住
民
票

の
写
し
、
印
鑑
登
録
証
明
書
、

戸
籍
全
部
︵
個
人
︶
事
項
証
明

書
、
戸
籍
の
附
票
の
写
し
︶
を

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
交

付
で
き
る
よ
う
に
な
る
が
、
市

役
所
窓
口
と
の
件
数
の
分
散
化

に
よ
り
、
お
客
様
の
待
ち
時
間

の
短
縮
を
図
れ
る
こ
と
か
ら
、

窓
口
に
お
い
て
、
よ
り
時
間
を

か
け
て
丁
寧
な
対
応
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
。

　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
五
歳

児
の
幼
稚
園
保
育
料
無
償
化
に

伴
う
減
収
額
が
及
ぼ
す
影
響
に

つ
い
て
伺
う
。

　

財
源
確
保
は
簡
単
で
は
な
い

が
、
職
員
及
び
特
別
支
援
員
等

の
適
正
配
置
な
ど
、
保
護
者
が

安
心
し
て
子
供
を
預
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
保
育
の
質
を

担
保
す
る
中
で
、
他
に
影
響
が

及
ば
な
い
よ
う
努
め
て
い
く
。

※
今
委
員
会
で
は
幼
稚
園
に
つ
い
て
の
審
議
が

さ
れ
た
が
、
平
成
三
〇
年
四
月
か
ら
保
育
園

及
び
幼
稚
園
の
保
育
料
が
就
学
前
一
年
間
、

無
償
と
な
る
。

　

Ｈ
Ｉ
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ｉ　

ｔ
ｏ　

Ｙ

Ｕ
Ｋ
Ａ
Ｔ
Ａ
︵
ひ
か
り　

と　

ゆ
か
た
︶
に
ぎ
わ
い
演
出
事
業

に
関
し
、
商
店
街
と
ど
の
よ
う

に
連
携
し
て
い
く
か
伺
う
。

　

市
内
で
の
消
費
に
つ
な
が
る

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
る
よ
う
、

商
店
街
と
連
携
し
、
浴
衣
を
着

て
来
店
し
た
方
へ
の
割
引
や
一

品
サ
ー
ビ
ス
等
の
特
典
を
つ
け

る
な
ど
を
検
討
し
て
い
く
。

◆
詳
細
は
、
六
月
上
旬
発
行
予
定
の
三
月
定
例
会
会
議
録
の
委
員
会
審
査
報
告
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

〜
常
任
委
員
会
審
査
の
中
か
ら
〜

常
任
委
員
会
だ
よ
り

　　

今
年
の
三
月
一
一
日
で
、
東

日
本
大
震
災
の
発
生
か
ら
七
年

を
迎
え
ま
し
た
が
、
決
し
て
忘

れ
て
は
い
け
な
い
日
で
す
。
一

日
も
早
く
復
興
が
で
き
る
よ
う

に
、
私
た
ち
も
ず
っ
と
忘
れ
ず

に
応
援
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

さ
て
、
三
月
定
例
会
で
は
、
小

野
市
長
の
施
政
方
針
で
﹁
未
来

を
拓
く
﹂
取
り
組
み
が
示
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
子
育
て

支
援
の
推
進
を
図
る
施
策
も
あ

り
、
少
子
高
齢
化
が
進
む
中
、
こ

の
よ
う
な
施
策
が
希
望
の
一
つ

に
な
り
、
伊
東
市
民
で
あ
る
こ

と
を
誇
り
に
で
き
る
市
と
な
る

よ
う
願
い
、
議
会
も
市
民
の
皆

様
と
と
も
に
歩
ん
で
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。　
　
　

︵
山
口
︶

議
会
報
編
集
委
員
会

市
議
会
に
関
す
る
ご
意
見

　
　

ご
質
問
は
議
会
事
務
局
へ

編

集

後

記

委

員

長

副
委
員
長

委

員

〃〃〃

四　

宮　

和　

彦

佐　

藤　

龍　

彦

山　

口　

嘉　

昭

大　

川　

勝　

弘

鳥　

居　

康　

子

犬

飼

こ

の

り

義務教育学校「さつき学園」

福
祉
文
教
委
員
会

行
政
視
察
報
告

一
月
一
〇
日

兵
庫
県
伊
丹
市

・
﹁
伊
丹
市
立
図
書
館
﹃
こ
と

ば
蔵
﹄
﹂
に
つ
い
て

　

︵
現
地
視
察
︶

一
月
一
一
日

大
阪
府
守
口
市

・
﹁
施
設
一
体
型
小
中
一
貫
校

の
設
置
﹂
に
つ
い
て

　

︵
義
務
教
育
学
校
﹁
さ
つ
き

学
園
﹂
現
地
視
察
︶

一
月
一
二
日

奈
良
県
奈
良
市

・
﹁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル

事
業
﹂
に
つ
い
て

市 議 会 だ よ り
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二
月
一
三
日
の
臨
時
会
で
条

例
制
定
直
接
請
求
で
の
条
例
案

︵
市
民
案
︶
で
あ
る
市
議
第
二

七
号
を
継
続
審
査
と
決
定
し
た

後
、
同
じ
く
太
陽
光
発
電
設
備

に
関
す
る
条
例
案
の
市
議
第
三

八
号
が
市
当
局
案
と
し
て
、
二

月
二
〇
日
開
会
の
三
月
定
例
会

で
提
出
さ
れ
、
両
議
案
の
付
託

先
で
あ
る
常
任
観
光
建
設
委
員

会
及
び
所
管
事
項
に
関
連
の
あ

る
常
任
総
務
委
員
会
が
合
同
で

審
査
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

と
し
て
、
常
任
観
光
建
設
委
員

会
・
常
任
総
務
委
員
会
連
合
審

査
会︵
以
下
、﹁
連
合
審
査
会
﹂

と
い
う
。
︶
を
開
催
し
ま
し
た
。

三
月
八
日
　

◆
連
合
審
査
会

　

連
合
審
査
会
に
お
い
て
は
、

条
例
制
定
請
求
代
表
者
で
あ
る

佐
藤
聖
氏
に
参
考
人
と
し
て
ご

出
席
い
た
だ
き
、
ま
ず
、
市
民

案
で
あ
る
市
議
第
二
七
号
に
つ

い
て
、
委
員
か
ら
参
考
人
へ
の

質
疑
を
行
い
、
続
い
て
、
当
局

か
ら
の
意
見
書
や
条
例
を
制
定

す
る
上
で
の
技
術
的
な
こ
と
に

関
し
、
委
員
か
ら
当
局
へ
の
質

疑
を
行
い
、
そ
の
後
、
市
当
局

案
で
あ
る
市
議
第
三
八
号
に
つ

い
て
、
委
員
か
ら
当
局
に
対
し

質
疑
を
行
い
、
連
合
審
査
会
を

閉
会
し
ま
し
た
。

◆
常
任
観
光
建
設
委
員
会

　

連
合
審
査
会
に
引
き
続
き
開

催
の
委
員
会
で
は
、
委
員
の
議

案
に
対
す
る
賛
否
を
表
明
す
る

討
論
か
ら
入
り
、
市
議
第
二
七

号
に
対
し
、
署
名
し
た
多
く
の

市
民
の
思
い
を
受
け
止
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
修
正
す
べ

き
点
が
多
く
、
修
正
案
を
提
出

す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
か
ら

反
対
す
る
旨
の
討
論
が
あ
り
、

市
議
第
三
八
号
に
対
し
て
は
、

施
行
期
日
に
議
論
の
余
地
は
あ

る
も
の
の
、
賛
成
で
き
る
旨
の

討
論
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、

市
議
第
二
七
号
は
賛
成
者
な
し

で
否
決
す
べ
し
、
市
議
第
三
八

号
は
賛
成
多
数
で
可
決
す
べ
し

と
そ
れ
ぞ
れ
決
定
し
ま
し
た
。

︻
概
要
は
、
六
月
上
旬
発
行
予

定
の
会
議
録
の
委
員
会
審
査
報

告
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
︼

◆
修
正
案
の
提
出

三
月
八
日
　
常
任
観
光
建
設
委
員
会
終
了
後

　

民
進
ク
ラ
ブ
、日
本
共
産
党
、

伊
東
新
時
代
。の
議
員
七
名
か
ら

市
議
第
二
七
号
に
対
す
る
修
正
案

︻
修
正
案
の
内
容
︼

・
伊
東
国
際
観
光
温
泉
文
化
都

市
建
設
法
の
関
係
性
に
つ
い

て
定
め
る
ほ
か
、
一
四
項
目

三
月
一
二
日

　

正
風
改
革
ク
ラ
ブ
、自
民
・
絆
、

公
明
党
、会
派
に
所
属
し
て
い
な

い
議
員
の
議
員
一
一
名
か
ら
市

議
第
三
八
号
に
対
す
る
修
正
案

︻
修
正
案
の
内
容
︼

　

施
行
期
日
を
一
カ
月
早
め
、

平
成
三
〇
年
六
月
一
日
と
す
る
。

三
月
一
九
日
　
最
終
本
会
議

◆
委
員
会
審
査
報
告
、
修
正
案

の
説
明
・
質
疑

　

常
任
観
光
建
設
委
員
会
審
査

報
告
の
後
、
市
議
第
二
七
号
修

正
案
の
提
出
議
員
に
よ
る
説
明

及
び
そ
れ
に
対
す
る
質
疑
が
行

わ
れ
、
そ
の
後
、
同
様
に
市
議

第
三
八
号
修
正
案
の
提
出
議
員

に
よ
る
説
明
及
び
そ
れ
に
対
す

る
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

◆
討
論

　

続
い
て
、
討
論
に
入
り
、
五

会
派
が
賛
否
と
そ
の
理
由
を
表

明
し
ま
し
た
。

︻
討
論
の
要
旨
は
、
四
、
五
ペ
ー

ジ
を
、
詳
細
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

中
継
ま
た
は
、六
月
上
旬
発
行
予

定
の
会
議
録
を
ご
ら
ん
く
だ
さ

い
。※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
は

公
式
記
録
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。︼

◆
採
決

　

ま
ず
、
市
議
第
二
七
号
修
正

案
に
つ
い
て
採
決
が
行
わ
れ
、

賛
成
少
数
で
否
決
と
な
り
、
次

に
市
議
第
二
七
号
︵
市
民
案
︶

原
案
に
つ
い
て
も
否
決
と
な
り
、

続
い
て
行
わ
れ
た
市
議
第
三
八

号
修
正
案
に
つ
い
て
は
、
賛
成

多
数
で
可
決
さ
れ
、
さ
ら
に
市

議
第
三
八
号
の
修
正
部
分
を
除

太
陽
光
発
電
設
備
設
置
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
二
つ
の
条
例
案
の
審
査
に
つ
い
て

く
原
案
︵
当
局
案
︶
も
可
決
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
市
議
第
三

八
号
の
修
正
可
決
が
決
定
し
、

当
局
案
の
施
行
期
日
平
成
三
〇

年
七
月
一
日
を
一
カ
月
早
め
、

平
成
三
〇
年
六
月
一
日
に
修
正

し
た
条
例
が
施
行
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

◎
は
代
表
者
、
会
派
構
成
議
員

は
議
席
順

■
正
風
改
革
ク
ラ
ブ

・
山
口
嘉
昭
議
員
◎
佐
山　

正
議
員

・
井
戸
清
司
議
員
・
土
屋　

進
議
員

■
自
民
・
絆

・
大
川
勝
弘
議
員
・
青
木
敬
博
議
員

◎
中
島
弘
道
議
員
・
稲
葉
富
士
憲
議
員

■
民
進
ク
ラ
ブ

◎
四
宮
和
彦
議
員
・
鈴
木
克
政
議
員

・
浅
田
良
弘
議
員

■
公
明
党

◎
鳥
居
康
子
議
員
・
長
沢　

正
議
員

■
日
本
共
産
党

・
佐
藤
龍
彦
議
員
◎
重
岡
秀
子
議
員

■
伊
東
新
時
代
。

・
犬
飼
こ
の
り
議
員

◎
杉
本
一
彦
議
員

■
会
派
に
所
属
し
て
い
な
い
議
員

・
横
沢　

勇
議
員
・
稲
葉
正
仁
議
員

３月８日連合審査会の様子

市
議
会
内
の
会
派
構
成

平
成
三
〇
年
四
月
一
日
現
在

市 議 会 だ よ り
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